
令和８年度「かわさきジュニアベンチャースクール」実施業務委託の業者選定に関する公募

型企画提案の実施について、次のとおり公告します。 

 

 令和８年１月２８日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦   

 

１ 公募型プロポーザルに関する事項 

(１) 件  名 令和８年度「かわさきジュニアベンチャースクール」実施業務委託 

(２) 業務事項  

ア プログラムの設計 

イ プログラムの対象者・定員 

ウ プログラム広報 

エ 参加者の募集・選定 

オ 外部講師（市内起業家・技術者等）に関すること 

カ 講座の運営 

キ アンケートの実施 

ク 教育用コンテンツの改良・更新 

ケ 市内小学校におけるアントレプレナーシップ教育授業の実施補助 

コ その他の関連プログラムの広報 

 (３) 委託期間 契約締結日～令和９年３月１８日 

 

２ 提案書の提出者の資格 

次の条件をすべて満たしていること。 

(１) 令和７・８年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、業種を「その他」、種目を「その他」

で登録申請している者、または、登録申請中であり、企画提案審査会時点で登録される

見込みである者。なお、登録申請されていない者については、実施要領に記載の書類を

別途提出すること。 

(２) 小学生又は中学生向けのアントレプレナーシップ教育に関連する業務実績を有するこ

と。 

(３) 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止期間中でない者。 

(４) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立がなされていない 

者及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立がなされて 

いない者。 

(５) 団体及びその代表者が市民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者 

（６） 川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団員等、

暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することのない者。 

（７）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５条）第２３条第１項又は第２

項の規定に違反しない者。 

 

３ 提案者を特定するための評価基準 

(１) 企画提案の視点・内容 

川崎市公告第119号



(２) 提案内容の工夫 

(３) 事業実施体制 

(４) 取組意欲・積極性 

(５) 提案内容の実行可能性 

(６) 経済性・効率性 

 

４ 担当部局 

川崎市経済労働局イノベーション推進部 創業担当 

〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町１番地 本庁舎９階 

電 話(直通) ０４４－２００－２３３４ 

  メールアドレス：28innova@city.kawasaki.jp 

 

５ 公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所 

(１) 配付期間 令和８年１月２８日(水)から２月１８日(水) 午後５時まで 

（土曜日、日曜日を除く。） 

(２) 受付場所 ４の担当部局と同じ 

  

６ 参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法 

(１) 受付期限 令和８年２月１８日(水) 午後５時 

(２) 受付場所 ４の担当部局と同じ 

(３) 提出方法 事前連絡の上、持参又は郵送 

 

７ 質問書受付期間、場所及び方法 

(１) 受付期間 令和８年１月２８日(水)から２月１８日(水) 午後５時まで 

(２) 受付場所 ４の担当部局と同じ 

(３) 提出方法 事前連絡の上、郵送又はメール 

 

８ 企画提案書の受付期間、場所及び方法 

(１) 受付期間 令和８年２月２５日(水)から３月４日(水)午後５時まで 

(２) 受付場所 ４の担当部局と同じ 

(３) 提出書類 企画提案書、企業概要、業務実施体制、類似業務の実績、見積書(各７部、デ

ータ提出の場合は一式) 

(４) 提出方法 持参又は郵送、もしくはメール、市のファイル転送システム(必着) 

 

９ 企画提案書に使用する言語及び通貨 

(１) 言語 日本語 

(２) 通貨 日本国通貨 

 

10 契約書作成の要否 

  要 

 

11 関連情報を入手するための照会窓口 



  ４の担当部局と同じ 

 

12 その他必要と認める事項 

(１) 業務規模概算額 ５，９２３，０００円(消費税及び地方消費税を含む。) 

(２) 提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担の有無 

   企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、企画提案参加者の負担とします。 

(３) その他 

ア 審査結果の発表は令和８年３月１８日（水）を予定しています。 

イ 詳細につきましては、本公募型企画提案実施要領をご参照ください。 

ウ 当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和８

年３月頃）を要します。 
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